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諮問庁：国土交通大臣 

諮問日：平成２８年６月１７日（平成２８年（行情）諮問第４２２号） 

答申日：平成２８年１１月１４日（平成２８年度（行情）答申第５１２号） 

事件名：特定地点において特定期間の改築事業により，民地を買収した上で車

道を拡幅するための，のり面切土工事を実施したことが分かる文書

の不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，保有して

いないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）４

条１項の規定に基づく開示請求に対し，近畿地方整備局長（以下「処分

庁」という。）が行った平成２７年３月５日付け国近整総情第３８９５号

による不開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求

める。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

 （１）審査請求書 

特定年月日付け総務省行政評価局行政相談課行政相談業務室による

「お申出の件について」の「３ 国有地内の国道４２号線ののり面吹付

個所の劣化」において，特定河川国道事務所職員が「昭和３４～４４年

の改築事業（以下「本件事業」という。）により，民地を買収した上で，

車道の拡幅するための，のり面切土工事を実施しています。」と明確に

述べているから，本件対象文書は存在しているはずである。 

 （２）意見書 

    審査請求人から平成２８年７月９日付け（同月１１日受付）で意見書

が当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当でない旨

の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求について 

（１）本件開示請求は，法に基づき，処分庁に対して，別紙に掲げる文書

（本件対象文書）の開示を求めたものである。 
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（２）これを受けて，処分庁は，本件対象文書の不存在を理由とする不開示

決定（原処分）を行った。 

（３）これに対し，審査請求人は，諮問庁に対して，本件対象文書が存在す

るはずである旨を主張する審査請求を提起した。 

 ２ 道路の拡幅工事について 

国土交通省が道路の拡幅工事を実施する際に必要な用地については，地

権者と土地売買に関する契約を交わし用地を取得する。また，国土交通省

が発注する一般的な道路工事が実施された場合，通常，国土交通省は工事

受注者から工事請負契約書に基づき請負工事完成図を取得する。 

 ３ 原処分に対する諮問庁の考え方について 

審査請求人は，本件対象文書は不存在であることについて不服があると

主張していることから，以下，本件対象文書の保有の有無について，検討

する。 

 （１）本件事業において民地の買収については，土地売買に関する契約書を

もって確認する。 

また，民地を買収したうえで車道を拡幅するために行ったのり面切土

工事は，一般的な道路工事に該当することから，当該のり面切土工事を

実施した場合，近畿地方整備局は工事受注者から請負工事完成図を取得

する。 

本件対象文書作成当時の文書管理規則は既に存在していないので，国

土交通省行政文書管理規則（平成２３年４月１日訓令第２５号）１４条

１項及び標準文書保存期間基準作成要領について（通知）（平成２４年

１２月２５日国近整総第１３５号）を参照すると，土地売買等契約関係

は，「土地売買等契約関係」に該当し，保存期間は３０年である。 

また，車道を拡幅するためののり面切土工事は，重要構造物，軽易な

ものを除く請負工事に該当するので，請負工事完成図は，「請負工事完

成図書関係（１０年保存）」に該当し，保存期間は１０年であるから，

本件対象文書作成当時の文書管理規則でも同程度の保存期間が規定され

ていたと推定され，既に本件対象文書作成当時から数十年経過した現時

点では当該文書の保存期間は満了している。 

 （２）念のため，本件審査請求を受け，改めて処分庁に対し，本件対象文書

を保有しているか確認するため，担当部署の執務室，書庫等を入念に探

索させたが，本件対象文書の存在は確認できなかった。 

 ４ 結論 

以上のことから，諮問庁としては，本件対象文書の不存在を理由に不開

示とした原処分は，妥当であると考える。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 
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①  平成２８年６月１７日 諮問の受理 

②  同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③  同年７月１１日    審査請求人から意見書を収受 

④  同年１０月６日    審議 

⑤  同年１１月１０日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

本件開示請求は，別紙に掲げる文書（本件対象文書）の開示を求めるも

のであり，処分庁は，本件対象文書は不存在であるとして不開示とする決

定（原処分）を行った。 

審査請求人は，本件対象文書は存在するはずであるとして，原処分の取

消しを求めているが，諮問庁は，原処分は妥当としていることから，以下，

本件対象文書の保有の有無について検討する。 

 ２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件対象文書の保有の有

無について改めて確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり

説明する。 

ア 特定地点については，現場の状況を確認した結果，昭和３４～４４

年の改築事業により民地を買収した上で，車道を拡幅するための，の

り面切土工事を実施したものと推認されるが，その当時から４０年以

上経過し，関係文書は一切残されていない。 

イ 理由説明書（上記第３）には本件対象文書として「土地売買契約

書」及び「請負工事完成図」を作成，取得し，保存期間満了により廃

棄したかのように記載したが，民地の買収やのり面切土工事を行えば，

当然作成又は取得する文書であるから，当時これらの文書を作成又は

取得したはずであるという意味で記載したものであり，実際にこれら

の文書を作成又は取得したのか現時点では不明というほかない。 

ウ 審査請求人は，特定年月日付け総務省行政評価局行政相談課行政相

談業務室による「お申出の件について」に対する特定河川国道事務所

の回答が「民地を買収した上で，車道を拡幅するための，のり面切土

工事を実施しています。」と明確に述べていることから，その根拠と

なる本件対象文書は存在するはずである旨主張するが，同回答は，現

場の状況を確認した結果に基づいて回答したものであって，根拠とな

る文書は存在していない。 

エ 念のため，本件審査請求を受け，改めて処分庁に対し，本件対象文

書を保有しているか確認するため，担当部署の執務室，書庫等を入念

に探索させたが，本件対象文書の存在は確認できなかった。 

（２）本件事業から４０年以上経過していることからすると，本件対象文書
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は不存在であるとする上記（１）の諮問庁の説明に特段不自然・不合理

な点は認められず，これを覆すに足りる事情も認められない。 

    したがって，近畿地方整備局において，本件対象文書を保有している

とは認められず，本件対象文書を保有していないとして不開示としたこ

とは妥当である。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人はその他種々主張するが，当審査会の上記判断を左右するも

のではない。 

 ４ 本件不開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，近畿地方整備局において本件対象文書を保有

しているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第５部会） 

委員 南野 聡，委員 椿 愼美，委員 山田 洋 
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別紙 

 

  特定地点において，昭和３４～４４年の改築事業により，民地を買収した

上で，車道を拡幅するための，のり面切土工事を実施したことが分かる情報。

（文書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




